
プレスリリース

平成１９年５月３０日
東 北 農 政 局

『せんだいっ子給食月間』にあわせて、
「食事バランスガイド」を紹介！
～６月は「食育月間」です～

学校給食における地域食材利用の推進のため、仙台市立全小・中・特別支援
学校で、地場産品を使用した給食を提供する『せんだいっ子給食月間』が６月
１日から１か月間にわたり実施されます。

この取組は、平成１６年から仙台市教育委員会が実施しており、期間中全て
の単独調理校・学校給食センターが、可能な範囲で仙台産や宮城県産の食材を
献立に取り入れるもので、地産地消や食育につながるものです。

東北農政局ではこの取組のスタートにあわせて、児童に対し「食事バランス
ガイド」の説明を下記により行うこととしましたのでお知らせします。

記

．日 時 平成１９年６月１日（金）１２：３５～１２：５０１

２．場 所 仙台市立西山小学校 ５年１組 教室内
仙台市宮城野区燕沢二丁目２３－１
ＴＥＬ．０２２－２５２－０５７０

３．当日の内容
給食の時間帯に次のことを実施します。

（１）学校栄養職員が児童に「せんだいっ子給食月間」の取組を説明。
（２）東北農政局職員が「食育月間」と「食事バランスガイド」を紹介。

※当日の献立は 「仙台市産ひとめぼれ」ご飯、地元の野菜を使った、
「けんちん汁 、県産牛乳のほか 「鯵の南蛮漬け」と「バナナ」です。」 、

なお、給食後に「食事バランスガイド」の活用グッズを配付します。

４．取材について
取材に当たっては、前日までに下記担当へご連絡願います。
なお、当日は１２：２０まで学校にお越しください。

問い合わせ先
東北農政局消費・安全部消費生活課

食育推進班：新井 または 鳥屋部
電話：０２２－２２１－６０９３

ＦＡＸ：０２２－２１７－８４３２


